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委員会意見への取組状況の報告時期及び各公園の整備方針について 

 

 

１．背景 

 淀川水系における河川保全利用委員会も約２０年が経ち、委員からご意見をいただく

中で各公園としての課題について一定の方向性が見えてきたところ等を踏まえ、今般、

近畿地整として、占用許可準則等の規定に適合しているものについては、今年度許可更

新分から占用期間を１０年とする方針となった。 

 

 

２．委員会意見への取組状況の報告時期について 

 許可が１０年となる関係で、中間報告はその中間年に行うため、委員に現地状況を確

認等していただく時期がこれまでの２～３年に一度というところから概ね５年に１度と

なる。 

 

 

３．各公園の整備方針について 

 上記のように委員に現地状況を確認等していただく機会が少なくなってもこれまでと

変わらず河川管理者によるチェックの目が行き届くよう、これまでの委員会意見を踏ま

えて、各公園の整備方針をとりまとめることとした。 

 事務局案を作成したので内容についてご審議いただきたく存じます。 

R８．１．２２ 
令和７年度第２回 
猪名川・藻川河川保全利用委員会 
審議資料３ 
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案　件　名

① 前回審議（R3年度第1回委員会）における委員会意見

前回中間報告（R6年度第1回委員会）における委員会意見

・

・

・

現状はつる植物（クズ）が侵入し、外来種（セイバンモロコシ）の草原となっているため、チガヤ草原等の
管理目標を定めた方が良い。

自転車道の休憩施設として、藤棚の日よけ等についても検討されたい。

ゴミが目立つので、適切な管理をお願いしたい。

② 緑地広場 前回中間報告（R4年度第2回委員会）における委員会意見

・

・

全体的な管理状況は良好である。

生け垣がフェンスになったことは利用状況としては致し方ない。

前回審議（R6年度第1回委員会）における委員会意見

・ 占用地の管理は良好であるが、一体として利用している周辺地も同様に適切に管理されたい。

③ 新家子ども広場 前回中間報告（R4年度第1回委員会）における委員会意見

・ 「猪名川・藻川河川保全利用憲章」の趣旨も踏まえ、日陰ができるような樹木の導入を引き続き検討してい
ただきたい。

前回審議（R5年度第2回委員会）における委員会意見

・

・

都市部でも自然に接する場、親しめる場として樹木の導入など、緑を確保することが望ましい。
 
市として管理方法について検討して頂きたい。

【尼崎市】
【堤内】
【許可期限：R12.3.31】

・ 占用地の管理は良好であるが、一体として
利用している周辺地も同様に適切に管理さ
れたい。

【尼崎市】
【堤内】
【許可期限：R11.10.31】

・

・

「猪名川・藻川河川保全利用憲章」の趣旨
も踏まえ、都市部でも自然に接する場、親
しめる場として日陰ができるような樹木の
導入など、緑を確保することが望ましい。
 
市として植樹の管理方法について検討して
頂きたい。

猪名川・藻川保全利用委員会　　各公園の整備方針

委員会での意見 整備方針（重点ポイント）

猪名川藻川自転車歩行者
専用道路休憩施設（おお
ぞら広場）

・

・

・

比較的よく手入れされている。

現状は外来種の草原となっているため、チガヤ草原等の管理目標を定めた方が良い。

自転車道の休憩施設としての利用者の利便性及び植生を管理する上で給水施設や藤棚の設置等についても検
討されたい。

・

・

・

現状はつる植物（クズ）が侵入し、外来種
（セイバンモロコシ）の草原となっている
ため、チガヤ草原等の管理目標を定めた方
が良い。

自転車道の休憩施設として、藤棚の日よけ
等についても検討されたい。

ゴミが目立つので、適切な管理をお願いし
たい。

【尼崎市】
【堤内】
【許可期限：R8.9.30】

R８.１.２２
令和７度第２回
猪名川・藻川河川保全利用委員会
審議資料３
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案　件　名

猪名川・藻川保全利用委員会　　各公園の整備方針

委員会での意見 整備方針（重点ポイント）

R８.１.２２
令和７度第２回
猪名川・藻川河川保全利用委員会
審議資料３

④ 藻川河川敷公園 前回中間報告（R4年度第1回委員会）における委員会意見

・

・

コンテナは無くなったがネット等の不法占用が残っており、改善対応を強化されたい。

植生管理の目標設定としてチガヤ群落を目標とし、セイバンモロコシ、クズ、アレチウリを河川管理者とと
もに適切に駆除管理されたい。

前回審議（R6年度第2回委員会）における委員会意見

・

・

・

・

河岸側をあと1m程度、草刈り範囲を広げていただきたい。

上流側の不法占用物への対応については注意看板を設置する等引き続き努力されたい。

チガヤの植栽については、池田市の事例も参考に取り組まれたい。

不法占用グラウンド付近の護岸に取り付けられている金具は河川利用者に危険なので、対応を考えられた
い。

⑤ 猪名川河川敷公園 前回中間報告（R4年度第1回委員会）における委員会意見

・

・

・

占用区域外ではあるが公園利用者が不法に設置している倉庫や裸地化といった法面の損傷は、河川管理者と
協力して引き続き行為者に厳重に指導されたい。

野球用具を固定する金具やポール等の放置についても、前々回から改善されておらず、利用者に指導された
い。

河川敷公園としてのあり方、方向性についても検討されたい。

前回審議（R6年度第2回委員会）における委員会意見

・

・

不法占用については改善されている。残りの不法占用物についても引き続き撤去に向けての努力をされた
い。

堤内側に生えているトウネズミモチについては不法占用物を隠すことにもなっており、河川管理者で撤去す
べきである。（←河川管理者により撤去済み。）

⑥ 尼崎市農業公園 前回審議（R3年度第2回委員会）における委員会意見

・

・

堤防法尻のアラカシやエノキは、大木になることで堤防に影響を及ぼす可能性が大きく、また公園の既存植
生の維持の支障ともなるため、伐採が望ましい。

堤防裏法面の良好に管理されてきたチガヤ群落を引き続き保全し、拡大させることが望まれる。

前回中間報告（R5年度第2回委員会）における委員会意見

・

・

巨木となった堤防の裏法尻のアラカシ（３本）については、公園内のウメへの悪影響、園路の舗装に破損が
生じていること、また、堤防管理上からも伐採が望ましい。

アラカシの林床以外のチガヤについては、適切に管理されている。

【尼崎市】
【堤内】
【許可期限：R9.3.31】

・

・

巨木となった堤防の裏法尻のアラカシ（３
本）については、公園内のウメへの悪影
響、園路の舗装に破損が生じていること、
また、堤防管理上からも伐採が望ましい。

堤防裏法面の良好に管理されてきたチガヤ
群落を引き続き保全し、拡大させることが
望まれる。

【尼崎市】
【堤外】
【許可期限：R12.9.30】

・

・

・

・

河岸側をあと1m程度、草刈り範囲を広げて
いただきたい。

上流側の不法占用物への対応については注
意看板を設置する等引き続き努力された
い。

植生管理の目標設定としてチガヤ群落を目
標とし、池田市の事例も参考にして植栽に
取り組まれたい。

不法占用グラウンド付近の護岸に取り付け
られている金具は河川利用者に危険なの
で、対応を考えられたい。

【尼崎市】
【堤外】
【許可期限：R12.9.30】

・ 残りの不法占用物についても引き続き撤去
に向けての努力をされたい。4



案　件　名

猪名川・藻川保全利用委員会　　各公園の整備方針

委員会での意見 整備方針（重点ポイント）

R８.１.２２
令和７度第２回
猪名川・藻川河川保全利用委員会
審議資料３

⑦ 天津緑地 前回中間報告（R4年度第1回委員会）における委員会意見

・

・

ランタナは無くなり、アダプト管理により公園は全体的に適切に管理されている。

ヤブガラシが侵入しているので早めに駆除の対応をされたい。

前回審議（R5年度第2回委員会）における委員会意見

・ 全体的に適切に管理されており、引き続き適切な管理をお願いしたい。

⑧ 猪名川河川敷緑地 前回中間報告(R4年度第1回委員会)における委員会意見

・ 法面のチガヤは良い状況にあり、これを高水敷にも拡大することを検討されたい。

前回審議(R6年度第2回委員会)における委員会意見

・ チガヤの植栽の取り組みについては、播種したまま放置されているため、うまくいっていない。池田市の事
例等も参考に適切な管理を実施されたい。

⑨ 神津運動広場 前回中間報告（R5年度第1回委員会）における委員会意見

・

・

堤防の裏法面において運動広場の利 用に伴う踏み荒らし等の堤防損傷が発生していることについては、引き
続き占用者から使用者に適切な利用について指導をしていただきたい。

高水敷に常時仮置きの認められていな い用具については、今回は適切に管理されているのを確認したので、
引き続きお願いする。

前回審議（R7年度第1回委員会）における委員会意見

・

・

・

・

・

踏み荒らしが再発しないよう、適正な施設管理を行い、トイレの使用等は道路側に周るような手立てをお願
いしたい。

高水敷における用具の仮置きについては、引き続き適切な管理をお願いしたい。

硬式球の使用については、周辺利用者が知り、注意できるような看板が必要ではないか。

ヒメボタルやシルビアシジミ（環境省絶滅危惧ⅠB類）が生息する場所でもあるので、生物多様性にも配慮し
ていただきたい。

チガヤ群落が良好に発達した堤防法面があり、適切に保全していただきたい。

⑩ 前回中間報告（R5年度第1回委員会）における委員会意見

前回審議（R7年度第1回委員会）における委員会意見

猪名川第３・第４運動広
場 ・

・

草刈り等の植生管理（アベリアの植栽 含む）は適切な実施をお願いする。

兵庫県の絶滅危惧種 A ランクに指定さ れているツルフジバカマの保全対策（高水敷への移植等による自生
地の拡大の検討を含め）を引き続き実施していただきたい。

・

・

兵庫県の絶滅危惧種Aランクに指定されて
いるツルフジバカマ（県内で3箇所自生）
やクサボケの保全対策（現状での保全と高
水敷への移植等による自生地の拡大の検
討）を引き続き実施していただきたい。

草刈り等の植生管理（アベリアの植栽含
む）は適切な実施をお願いする。

【伊丹市】
【堤外】
【許可期限：R8.3.31】
 ※更新予定 ・

・

兵庫県の絶滅危惧種Aランクに指定されているツルフジバカマ（県内で3箇所自生）やクサボケの保全対策
（現状での保全と高水敷への移植等による自生地の拡大の検討）を引き続き実施していただきたい。

草刈り等の植生管理（アベリアの植栽含む）は適切な実施をお願いする。

【伊丹市】【堤外】
【許可期限：R12.9.30】

・ チガヤの植栽の取り組みについては、播種
したまま放置されているため、うまくいっ
ていない。池田市の事例等も参考に適切な
管理を実施されたい。

・

・

・

・

・

踏み荒らしが再発しないよう、適正な施設
管理を行い、トイレの使用等は道路側に周
るような手立てをお願いしたい。

高水敷における用具の仮置きについては、
引き続き適切な管理をお願いしたい。

硬式球の使用については、周辺利用者が知
り、注意できるような看板が必要ではない
か。

ヒメボタルやシルビアシジミ（環境省絶滅
危惧ⅠB類）が生息する場所でもあるの
で、生物多様性にも配慮していただきた
い。

チガヤ群落が良好に発達した堤防法面があ
り、適切に保全していただきたい。

【伊丹市】
【堤外】
【許可期限：R8.3.31】
 ※更新予定

【伊丹市】【堤内】
【許可期限：R11.10.31】

・ アダプト管理団体により全体的に適切に管
理されており、引き続き適切な管理をお願
いしたい。
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案　件　名

猪名川・藻川保全利用委員会　　各公園の整備方針

委員会での意見 整備方針（重点ポイント）

R８.１.２２
令和７度第２回
猪名川・藻川河川保全利用委員会
審議資料３

⑪ 前回審議（R3年度第2回委員会）における委員会意見

前回中間報告（R5年度第2回委員会）における委員会意見

・

・

占用区域及び行為区域の管理（草刈り等）を適切に行って頂きたい。

チガヤが拡大するように、適切な時期（６月、９月か１０月）に草刈りを行って頂きたい。

⑫ 猪名川第1・第2運動公園 前回中間報告（R4年度第2回委員会）における委員会意見

・

・

・

猪名川と占用区域の間の植生繁茂をうまく管理することができないか。

東久代公園（川西市）の状況も参考に占用区域外のクズの除去やチガヤの管理をされてはどうか。

河川管理者と占用者が協力して刈り草の処理を適切にされたい。

前回審議（R6年度第1回委員会）における委員会意見

・

・

・

・

猪名川と占用区域の間（管理区域）は草刈りがなされていたが、東久代公園（川西市）のようにクズが無く
なりオギが残るような植生管理が必要である。

堤防植生もチガヤに変わるような植生管理をされてはどうか。

利用に関する看板も適切に管理されたい（かすれて見えない状況にあった）。

ゴミがたまらないように、適切な清掃活動をして頂きたい。

⑬ 第1号猪名川河川敷緑地 前回審議（R3年度第1回委員会）における委員会意見

・

・

・

比較的よく手入れされている。

クズの刈り残しがあったので、適切な管理をお願いしたい。

チガヤの取り組みについては看板を設置する等により市民に伝えることも考えて頂きたい。

前回中間報告（R5年度第1回委員会）における委員会意見

・

・

チガヤの保全対策を進めるとともに、植生管理（オカルガヤ・メカルガヤ等の貴重種の保全や、シナダレス
ズメガヤ・セイバンモロコシ等の外来種の除去）を適切に実施していただきたい。

チガヤ保全の取組みについての看板は、生物多様性保全の視点から、チガヤの大切さが市民に分かり易い内
容にしていただきたい。

【伊丹市】
【堤外】
【許可期限：R8.12.31】

・

・

チガヤの保全対策を進めるとともに、植生
管理（オカルガヤ・メカルガヤ等の貴重種
の保全や、シナダレスズメガヤ・セイバン
モロコシ等の外来種の除去）を適切に実施
していただきたい。

チガヤ保全の取組みについての看板は、生
物多様性保全の視点から、チガヤの大切さ
が市民に分かり易い内容にしていただきた
い。

・

・

占用区域及び行為区域の管理（草刈り等）
を適切に行って頂きたい。

チガヤが拡大するように、適切な時期（６
月、９月か１０月）に草刈りを行って頂き
たい。

【伊丹市】
【堤外】
【許可期限：R12.3.31】

・

・

・

・

猪名川と占用区域の間（管理区域）は草刈
りがなされていたが、東久代公園（川西
市）のようにクズが無くなりオギが残るよ
うな植生管理が必要である。

堤防植生もチガヤに変わるような植生管理
をされてはどうか。

利用に関する看板も適切に管理されたい
（かすれて見えない状況にあった）。

ゴミがたまらないように、適切な清掃活動
をして頂きたい。

【伊丹市】
【堤外】
【許可期限：R9.3.31】

伊丹市立猪名川テニス
コート

・

・

チガヤ群落（テニスコート下流側と河川側）が拡大するように周辺の草刈りを適切に行ってほしい。

チガヤ群落は、占用区域・行為区域として適切な管理体制により保全すべきである。
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案　件　名

猪名川・藻川保全利用委員会　　各公園の整備方針

委員会での意見 整備方針（重点ポイント）

R８.１.２２
令和７度第２回
猪名川・藻川河川保全利用委員会
審議資料３

⑭ 猪名川緑地 前回審議（R3年度第2回委員会）における委員会意見

・

・

・

・

堤防表法肩の踏み荒らしは、補修を繰り返すことにならないためにも、利用者の動線を考えた恒久的な取り
組みが必要である。

踏み荒らしの補修は、掘れた部分の盛り土だけではなく、張芝等による法面保護も必要である。

南多目的広場跡地の植生回復（種まき）は、オギだけでなくチガヤも加えて実施するのがよい。また、土壌
の水分条件についても適切な管理（水撒き等）が必要である。

花壇の管理や植生回復については、池田市が占用者として責任をもって取り組む必要がある。

前回中間報告（R6年度第2回委員会）における委員会意見

・

・

・

『猪名川自然再生プロジェクト』により、占用公園内に猪名川らしい自然を再生しようとする取り組みを評
価する。
猪名川自然再生プロジェクト説明看板設置個所付近は、放置したままで外来種の群落となっており、目標植
生を決めて、草刈り等のしっかりした管理をされたい。

チガヤの植生の取り組みについては良好である。

外来種のメリケントキンソウが侵入している恐れがあるので公園の管理にあたって注意されたい。

【池田市】
【堤外】
【許可期限：R9.3.31】

・

・

『猪名川自然再生プロジェクト』により、
占用公園内に猪名川らしい自然を再生しよ
うとする取り組みを評価する。
猪名川自然再生プロジェクト説明看板設置
個所付近は、放置したままで外来種の群落
となっており、目標植生を決めて、草刈り
等のしっかりした管理をされたい。

外来種のメリケントキンソウが侵入してい
る恐れがあるので公園の管理にあたって注
意されたい。
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案　件　名

猪名川・藻川保全利用委員会　　各公園の整備方針

委員会での意見 整備方針（重点ポイント）

R８.１.２２
令和７度第２回
猪名川・藻川河川保全利用委員会
審議資料３

⑮ 東久代公園 前回中間報告（R4年度第2回委員会）における委員会意見

・

・

・

・

植生管理は外来種対応だけでなく生物多様性保全や景観的にもよい対応をされている。

堤防法面のチガヤや占用地川側のオギ群落の維持は、今後もモデルとして適切に管理していただきたい。

環境学習会は継続的に実施していただき、啓発看板の設置も進めていただきたい。

河川管理者と占用者が協力して刈り草の処理を適切にされたい。

前回審議（R7年度第1回委員会）における委員会意見

・

・

・

・

・

ユキヤナギ植栽の堤防天端付近のオガルカヤの保全方法について検討していただきたい。

チガヤ（堤防法面）とユキヤナギの植栽管理が不十分である。クズやネムノキ、アキニレ等の除伐をしてい
ただきたい。

環境学習会を継続的に実施していただきたい。

占用地川側のオギ群落は現状で良好なため、今後も適切に管理していただきたい。カヤネズミの生息につい
ても利用者に紹介していただきたい。

セアカゴケグモといった特定外来生物が階段付近に生息しやすいため、注意が必要。

⑯ 下加茂公園 前回中間報告（R4年度第2回委員会）における委員会意見

・

・

・

全体的な管理状況は良好である。

外来植物やつる植物の除去などの植生管理を引き続き適切に実施されたい。

JR 側フェンス付近の植生管理については、引き続き JR との協議を進められたい。

前回審議（R6年度第1回委員会）における委員会意見

・

・

・

・

JR側フェンス付近の植生管理については、引き続きJRとの協議を進められたい。

外来植物（トウネズミモチ）やつる植物（クズ）の除去等の植生管理を適切に実施されたい。

植栽帯にエノキ等が侵入しているので適切に管理されたい。

ケヤキは大木になっており、安全管理上の支障が懸念されるため、枯れ枝の処理等の管理を検討して頂きた
い。

【川西市】
【堤外】
【許可期限：R8.3.31】
 ※更新予定

・

・

・

・

・

ユキヤナギ植栽の堤防天端付近のオガルカ
ヤの保全方法について検討していただきた
い。

チガヤ（堤防法面）とユキヤナギの植栽管
理が不十分である。クズやネムノキ、アキ
ニレ等の除伐をしていただきたい。

環境学習会を継続的に実施していただきた
い。

占用地川側のオギ群落は現状で良好なた
め、今後も適切に管理していただきたい。
カヤネズミの生息についても利用者に紹介
していただきたい。

セアカゴケグモといった特定外来生物が階
段付近に生息しやすいため、注意が必要。

【川西市】
【堤内】
【許可期限：R12.3.31】

・

・

・

・

JR側フェンス付近の植生管理については、
引き続きJRとの協議を進められたい。

外来植物（トウネズミモチ）やつる植物
（クズ）の除去等の植生管理を適切に実施
されたい。

植栽帯にエノキ等が侵入しているので適切
に管理されたい。

ケヤキは大木になっており、安全管理上の
支障が懸念されるため、枯れ枝の処理等の
管理を検討して頂きたい。
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案　件　名

猪名川・藻川保全利用委員会　　各公園の整備方針

委員会での意見 整備方針（重点ポイント）

R８.１.２２
令和７度第２回
猪名川・藻川河川保全利用委員会
審議資料３

⑰ 中央南児童遊園地 前回中間報告（R3年度第2回委員会）における委員会意見

・

・

民地側の樹木については適切な管理が必要である。

ゴミステーションについては担当課や 地元と調整して適切な管理をしてほしい。

前回審議（R5年度第1回委員会）における委員会意見

・

・

民地に接している側の植生は、放置に近い状況と見受けられるため、適切な植生管理をされたい。特にムク
ノキについては剪定が望ましい。

ゴミステーションは、本来、占用公園に設置するのは適切ではないので、担当課や地元と調整して適切に管
理をされたい。

⑱ 都市公園ドラゴンランド 前回中間報告（R3年度第2回委員会）における委員会意見

・

・

堤防裏法面の踏み荒らし箇所は、補修を繰り返すことにならないためにも、利用者の動線を考慮して、既存
の階段への誘導等の対策が必要である。（←河川管理者により設置済み。管理は市道管理者。）

天端通路（自転車歩行者用道路の占用地）の管理範囲の草刈りを適切に実施するよう、担当課と調整してほ
しい。（←担当課と調整済み。）

前回審議（R5年度第1回委員会）における委員会意見

・ 適切に管理されており、引き続きお願いする。

⑲ 天王宮児童遊園地 前回審議（R3年度第1回委員会）における委員会意見

・

・

・

比較的よく手入れされている。

エドヒガンは猪名川の特徴的な樹種であり、名前や由来を記載したプレートを設置してそのことをもっと市
民に伝えていただきたい。

シダレウメやエドヒガンの中には弱っている個体もあるので、引き続き適切な管理をお願いしたい。

前回中間報告（R6度第1回委員会）における委員会意見

・

・

エドヒガンや藤棚の管理、清掃がきちんとされている。

エドヒガンは猪名川の誇る特徴的な樹種であり、そのことを市民に伝えられるようなプレートを設置して頂
きたい。（←ラミネートのもので設置済み。）

【川西市】
【堤内】
【許可期限：R8.9.30】

・ 適切に管理されており、引き続きお願いす
る。

【川西市】
【堤内】
【許可期限：R11.3.31】

・

・

民地に接している側の植生は、放置に近い
状況と見受けられるため、適切な植生管理
をされたい。特にムクノキについては剪定
が望ましい。

ゴミステーションは、本来、占用公園に設
置するのは適切ではないので、担当課や地
元と調整して適切に管理をされたい。

【川西市】
【堤内】
【許可期限：R11.3.31】

・ 適切に管理されており、引き続きお願いす
る。
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